
高等教育の修学支援新制度について

（１）高等教育の修学支援新制度

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等

を対象として、大学における授業料等減免及び給付型奨

学金の支給を行っています。

（２）機構の貸与型奨学金

幅広い世帯の方を対象として、大学の学生等に無利子

奨学金及び有利子奨学金の貸与を実施しています。

※必要な方、話を聞きたい方 ⇒ 学生課奨学金担当まで



在学生用



新入生用






